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１ 生活困窮者自立支援制度について
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生活困窮者自立支援制度

１．自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給（必須事業）
○ 福祉事務所設置自治体は、「自立相談支援事業」（就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成等）を

実施 ※ 自治体直営のほか、社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO等への委託も可能（他の事業も同様）。
○ 福祉事務所設置自治体は、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当の「住居確保給付金」（有期）を支給

２．就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計相談支援事業等の実施（任意事業）
○ 福祉事務所設置自治体は、以下の任意事業を行う

・ 就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する「就労準備支援事業」
・ 住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う「一時生活支援事業」
・ 家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を行う「家計相談支援事業」
・ 生活困窮家庭の子どもへの「学習支援事業」その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業

３．都道府県知事等による就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）の認定
○ 都道府県知事、政令市長、中核市長は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を行うとともに、就労に必要な知識

及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する場合、その申請に基づき一定の基準に該当する 事業であるこ
とを認定する。

４．費用
○ 自立相談支援事業、住居確保給付金 ： 国庫負担３／４
○ 就労準備支援事業、一時生活支援事業 ： 国庫補助２／３
○ 家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業 ： 国庫補助１／２

制度の概要

施行期日 平成２７年４月１日

○ 生活保護に至る前の段階の自立支援策を強化
○ 生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行う
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新たな生活困窮者自立支援制度

◆認定就労訓練事業 （いわゆる「中間的就労」）
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成
（社会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度）

◆家計相談支援事業
・家計の状況を「見える化」し、利用者の家計管理の意欲を引き出す相

談支援（貸付のあっせん等を含む）

◆住居確保給付金の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆子どもの学習支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する
学習支援や居場所づくり、養育に関する保護者への助言

◆自立相談支援事業

〈対個人〉
・訪問支援（アウトリーチ）も含め、生
活保護に至る前の段階から早期
に支援

・生活と就労に関する支援員を配
置し、ワンストップ型の相談窓口に
より、情報とサービスの拠点として
機能

・一人ひとりの状況に応じ自立に向
けた支援計画（自立支援計画）を
作成

〈対地域〉
・地域ネットワークの強化・社会資源
の開発など地域づくりも担う

包括的な相談支援

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・早期就労が見込まれる者に対する自治体とハローワークによる一体的
な支援

就労に一定
期間を要する者

◆就労準備支援事業
・就労に向けた日常・社会的自立のための訓練

再就職のために
居住の確保が

必要な者

緊急に衣食住の

確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間衣食住等の日常生活に必要な支援を提

供

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

早期就労が
見込まれる者

緊急的な支援

※ 右記は、法に規定する支援（◆）を中心に
記載しているが、これ以外に様々な支援（◇）
があることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

その他の支援

基本は、自立に向けた人的支援を包

括的に提供

柔軟な働き方を必

要とする者
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１． 社会的排除・孤立から社会的参加へ

２． 生活困窮者自立支援の理念 （法律の条文の奥底・行間にあるもの）

３． 包括的な支援制度 ＝ 枠組みを規定した法律・道具を並べた法律
： 真に生きた支援とするには

⇒ 使う人（支援に携わる人）の心構えにかかっている
⇒ 並べられた道具だけ使ってもだめ

４． 「ヒト」を中心に考える
： 利用者・対象者がいるから制度・事業がある、制度・事業があって利用者・対象者が

いるのではない ＝ 制度・事業の鋳型に利用者・対象者を当てはめないこと

５． 「コーディネート」が新制度の命
： 双方向のコーディネート

＝ 「生活困窮者が地域社会に」「地域社会が生活困窮者に」繋がるコーディネート

６． 地域づくり・社会づくり 地域の資源の総動員
： 社会福祉法人改革との関わり
： 地方創生との関わり

生活困窮者自立支援法の考え方
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平成27年度 生活困窮者自立支援法等関係予算（案）

事業名 （補助率） 関係予算計
生活困窮者自立支
援法関係

改正生活保護法等
関係

備考

必
須
事
業
（負
担
金
）

自立相談支援事業（３／４）
被保護者就労支援事業（３／４）

２００
（２６７）

１３６
（１８２）

６４
（８６）

住居確保給付金（３／４）
１７

（２３）
１７

（２３）

小計
２１８

（２９０）
１５４

（２０５）
６４

（８６）

任
意
事
業
（補
助
金
）

就労準備支援事業（２／３）
被保護者就労準備支援事業（２／３）

６４
（９６）

３５
（５３）

２９
（４３）

一時生活支援事業（２／３）
２３

（３４）
２３

（３４）

家計相談支援事業（１／２）
１９

（３９）
１９

（３９）

子どもの学習支援事業（１／２）
１９

（３８）
１９

（３８）

その他の生活困窮者の自立促進事業
（１／２）

５８
（１１５）

５８
（１１５）

・生活福祉資金貸付事務費
・ひきこもり対策推進事業
・日常生活自立支援事業
・その他（共助の基盤づくり事業含む）

小計
１８３

（３２２）
１５４

（２７９）
２９

（４３）

合 計
４００

（６１２）
３０８

（４８４）
９３

（１２９）

※ 計数は四捨五入による。（ ）書は総事業費。

（単位：億円）
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新法に基づく事業と生活保護法に基づく事業の関係

新法に基づく事業 生活保護法に基づく事業

生活困窮者自立相談支援事業 被保護者就労支援事業（第55条の６）

生活困窮者就労準備支援事業
被保護者就労準備支援事業（第27条の２に基づく予算

事業）

生活困窮者家計相談支援事業 （個々の状況に応じケースワーカーが支援）

生活困窮者の子どもの学習支援事業

その他の自立促進事業

生活保護受給者の子どもへの学習支援については、

新法の対象

生活困窮者住居確保給付金 （住宅扶助）

生活困窮者一時生活支援事業

※一定の住居を持たない者への宿泊場所供与等
（生活扶助、住宅扶助）

○ 生活保護法は、現に保護を受けている者（法第６条第１項）、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護
を必要とする状態にある者（法第６条第２項）が対象。

○ 生活困窮者自立支援法は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者
（法第２条第１項）が対象（要保護者以外の生活困窮者） 。

※ ただし、子どもの学習支援事業については、生活保護受給家庭の子どもも、将来最低限度の生活を維持できなくなるおそれがあ
ることから、新法の対象。

○ 新法に基づく事業と生活保護法に基づく事業が連携して、連続的な支援を行うことが重要。また、自立相談支援事
業において、生活保護が必要な場合には、確実に生活保護につなぐ。
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○被保護者の自立の促進を図ることを目的とし、被保護者の就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応じ、
必要な情報提供及び助言を行う事業を実施する。（平成２７年４月施行）

○実施主体は、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村（社会福祉法人、ＮＰＯ等に委託可）
○負担割合は、国３/４ 都道府県、市、福祉事務所を設置する町村１/４

概 要

＜就労支援＞

○相談、助言

被保護者の就労支援に必要な相談・助言

○求職活動への支援

履歴書の書き方、面接の受け方等についての助

言

○求職活動への同行

ハローワーク等で求職活動を行う際や、企業面

接の際などに同行

○連絡調整

ハローワーク等の関係機関との必要な連絡・調

整

○個別求人開拓

本人希望等を踏まえた個別の求人開拓

○定着支援

就労後のフォローアップの実施

事業内容

＜稼働能力判定会議等の開催＞

○稼働能力や適性職種等の検討にあたり、専門

的知識のある者で構成する会議等を開催

（農業）
○過疎化、高齢化→

担い手育成・確保が重要

○毎年２万人の就農者を確保
する必要(現在１万人)

（介護）
○介護職員は2025年まで

に、更に100万人必要
（その他）
○景気回復による就労の

場の拡大

○生活保護受給者が過去
最高。（高齢者世帯の割
合が高く、その他世帯は
急増。）

○社会とのつながりの喪失、
自尊感情の喪失による意
欲低下

○長期間労働市場から離
れているため、就業体験、
中間就労など段階的な支
援が必要

○求人・求職のミスマッチ

労働市場 生活保護受給者等

経済的自立（収入増）、社会的自立（自己有用感）、日常生活自立（健康意識の向上等）

個々の状況に応じた支援

＜就労支援連携体制の構築＞
○被保護者の就労支援体制に関する課題の共有や個別求人開拓等を円滑に実
施できるよう、関係機関が参画する就労支援の連携体制を構築。

（求人開拓等）

地域の情報（福祉ニーズ、地域課題等）の
集約、新たな就労（個々の状況に応じた
就労、中間的就労、就労体験、居場所）の
場の発掘を実施
（連携機関）

福祉事務所・相談支援事業所（就労支援
員）、ハローワーク、社会福祉法人、農業
団体、商工会議所等

地域の連携により
就労の場の創出

就労 中間就労 就労体験

被保護者就労支援事業について被保護者就労支援事業について（改正生活保護法）
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被保護者就労支
援事業（就労支援
員による支援） 等

○就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対し、
一般就労に向けた準備として、就労意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を、総合的かつ
段階的に実施する。

○実施主体は、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村（社会福祉法人、ＮＰＯ等に委託可）
○負担割合は、国２/３ 都道府県、市、福祉事務所を設置する町村１/３

○就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対し、
一般就労に向けた準備として、就労意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を、総合的かつ
段階的に実施する。

○実施主体は、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村（社会福祉法人、ＮＰＯ等に委託可）
○負担割合は、国２/３ 都道府県、市、福祉事務所を設置する町村１/３

概 要

＜一般事業＞
一般就労に向けた準備段階の支援として、以下の（１）～（３）の支援を総合

的、段階的に実施する。

（１）日常生活自立に関する支援

適切な生活習慣の形成を促すため、規則正しい起床・就寝、バラン

スのとれた食事の摂取などに関する助言・指導・適切な身だしなみに

関する助言、指導等を実施。

（２）社会生活自立に関する支援

社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニ

ケーション能力の形成に向けた支援や地域の事務所での職場見学、ボ

ランティア活動等を実施。

（３）就労自立に関する支援

就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労

体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティン

グ、模擬面接、履歴書の作成指導等を実施。

＜一般事業＞
一般就労に向けた準備段階の支援として、以下の（１）～（３）の支援を総合

的、段階的に実施する。

（１）日常生活自立に関する支援

適切な生活習慣の形成を促すため、規則正しい起床・就寝、バラン

スのとれた食事の摂取などに関する助言・指導・適切な身だしなみに

関する助言、指導等を実施。

（２）社会生活自立に関する支援

社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニ

ケーション能力の形成に向けた支援や地域の事務所での職場見学、ボ

ランティア活動等を実施。

（３）就労自立に関する支援

就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労

体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティン

グ、模擬面接、履歴書の作成指導等を実施。

事業内容

被保護者就労支援事業について被保護者就労準備支援事業について

＜居宅生活移行支援事業＞
○ 無料低額宿泊所を利用中の被保護者に対し、日常生活における自立支

援や就労支援等を行う職員を配置し、利用者ごと支援計画を策定したう

えで、居宅生活等に向けた支援を実施。

支援の流れ（イメージ）

生活のリズムが崩れている
等、就労に向け準備が必要
な者

被保護者就労準備支援事業
（就労に向けた準備段階の支援と
して、日常生活自立、

社会生活自立、就労自立に関する
支援を、総合的、段階的に実施）

中間的就労など中間的就労など

一般就労一般就労

就労に向け一定の
支援が必要な者

就労に向け一定の
支援が必要な者
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平成26年度 平成27年度

就労準備支援事業

(33％)

任意事業の実施状況について

○ 厚生労働省において実施した事業実施意向調査（平成26年10月実施）から、平成２７年度の任意事業の
実施自治体数は、現在のモデル事業等の実施自治体数と比較して大幅に増加する見込み。

モデル事業

モデル事業
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・ﾎｰﾑﾚｽ自立支援センター
・シェルター事業（借上げ・施設型）

(29％)
(36％)

(19％)

※（）内は未定自治体除く割合
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事項 平成27年１月 ２月 ３月 ４月

法令・
予算等

会議・
説明会

自治体

制
度
施
行

施行スケジュール（イメージ）

26 全国担当者会議
→予算、政省令等を説明

２３ 全国部局長会議 ９ 全国主管課長会議

政省令・
告示の公布

交付要領
等発出

関係通知、手引
き、事務処理マ
ニュアルの発出

施行に向け、庁内の関係部局や外部の関係機関との緊密な連携体制を構築

住民に対する周知広報

議会上程（予算案）

委託先の選定・契約

11



（予算の確保）
○ 新たに生活困窮者自立支援法に基づき実施される事業に加え、セーフティーネット補助金による事業

や臨時・緊急的措置として行われてきた住まい対策基金による事業を、新法に基づく事業の体系の下
に再編。これらの実施に必要な予算として約５００億円を計上。

○ 法律の枠組みを得て、より安定的な財源として確保したところ。
各自治体において、生活困窮者に対する実際の支援として具現化していくことが重要。

（包括的な体制の構築）
○ 必須事業である自立相談支援事業によるコーディネートの下、任意事業も組み合わせ、さらに 様々

な制度・事業を活用して、包括的な支援の実現を図る。

○ とりわけ、対象者の早期発見や包括的な支援を行うことができるよう、各首長のリーダーシップの下、
庁内の関係部局や外部の関係機関との緊密な連携体制を構築することが重要。

（人材の養成）
○ 新制度の成否は支援に従事する人材にかかっており、今年度から当分の間、国において自立相談

支援事業の養成研修を実施。併せて、各自治体において、地域における伝達研修などを実施し、ノウ
ハウの共有を図ることが重要。

（法施行後の取組）
○ 包括的な支援体制の構築は、一朝一夕に可能となるものではない。

法施行後も、実施状況を確認しながら、着実に支援体制を拡げていくことが重要。
国も自治体と丁寧に相談しながら、制度の充実・運用の改善を図る。

新制度施行に向けたポイント
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厚生労働省の広報について
（生活困窮者自立支援制度関係）

生活困窮者を早期に把握し支援につなげるため、広報について、各自治体において、

十分な取組をお願いしたい。

なお、厚生労働省における広報については、以下のとおり展開する予定である。

○ 生活困窮者自立支援制度のリーフレット、パンフレット、ポスターの作成。

・ 各自治体の取組に即して適宜加工できるよう、電子媒体を提供。
※ リーフレット等の印刷経費などは、今年度の施行円滑化経費や来年度の自立支援事業の事業費からの

支出は可能である。

・ 加えて、地域福祉課からは、全国団体等にポスター等を配布予定。

○ 政府広報により、２月16日から22日にかけて、新聞突出しの掲載。

（掲載文）

「４月から生活困窮者の支援制度が始まります」

働きたくても働けない、住むところがないなど、生活全般にわたる困りごとの相談窓口が４月から

全国に設置されます。周りでお困りの方がいれば、その方にもお知らせください。

詳しくは、お住まいの都道府県・市まで
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２ 生活保護の適正実施等
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生活保護受給者に対する就労支援を効果的・効率的に実施するため、各自治体において地域の実情を踏まえ、就労支援に関す
る計画を策定するとともに、事業効果の検証等を実施し適切に事業の見直しを行う。

実 施
就労支援促進

計画（仮称）の策定

○数値目標

・参加率、就労・増収率 等

○取組方針

・取り組むべき事項、改善の方策

・関係機関との連携協議会開催
（年○回）等

現状の分析

○管内の雇用動向と保護率の状況

○就労支援の状況

○関係機関との連携状況

○地域資源の状況 等

○就労支援員等による相談、指導

○関係機関が参画した協議の場

の設置・推進

○求人開拓・定着促進 等

○達成状況の把握・評価

・参加者数（率）

・就労・増収者数（率）等

○評価を踏まえた計画の

見直し

指標、評価方法を通知

○事業効果を検証するための参考となる指標・評
価方法等を自治体に通知

取組を評価し、補助金交付
（インセンティブの付与）

○参加率・就労・増収率、連携体制の構築状況を勘案し、補助金を加算。

評価を踏まえて就労支援事業を見直し

趣 旨

自治体の取組

国の取組

就労支援の取組の効果検証等

評価・方策の見直し
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（％） （％） （％）

北海道    56.3 滋賀県    51.1 札幌市    55.7 旭川市    58.7 豊中市    55.9

青森県    65.9 京都府    52.9 仙台市    69.5 函館市    56.2 枚方市    59.9

岩手県    64.2 大阪府    53.5 さいたま市    56.5 青森市    68.7 姫路市    56.2

宮城県    69.1 兵庫県    57.7 千葉市    57.3 盛岡市    62.8 西宮市    50.0

秋田県    53.9 奈良県    55.8 横浜市    60.5 秋田市    62.5 尼崎市    57.7

山形県    68.1 和歌山県    45.6 川崎市    65.3 郡山市    65.0 奈良市    56.5

福島県    62.5 鳥取県    60.5 相模原市    57.6 いわき市    55.2 和歌山市    47.9

茨城県    59.8 島根県    67.5 新潟市    59.7 宇都宮市    56.5 倉敷市    70.0

栃木県    59.6 岡山県    64.3 静岡市    62.3 前橋市    71.1 福山市    69.8

群馬県    70.8 広島県    69.7 浜松市    67.4 高崎市    65.2 下関市    69.8

埼玉県    65.1 山口県    60.5 名古屋市    54.5 川越市    66.0 高松市    62.7

千葉県    59.2 徳島県    56.8 京都市    52.3 船橋市    65.0 松山市    57.4

東京都    66.1 香川県    61.7 大阪市    52.8 柏市    66.2 高知市    62.8
神奈川県    60.9 愛媛県    57.3 堺市    52.9 横須賀市    63.0 久留米市    71.9

新潟県    62.9 高知県    60.4 神戸市    57.9 富山市    72.2 長崎市    70.8

富山県    68.8 福岡県    59.3 岡山市    68.6 金沢市    64.8 大分市    63.3

石川県    63.4 佐賀県    59.4 広島市    66.1 長野市    74.1 宮崎市    75.7

福井県    71.5 長崎県    70.3 北九州市    63.6 岐阜市    58.5 鹿児島市    74.0
山梨県    60.1 熊本県    71.7 福岡市    64.0 豊橋市    70.7 那覇市    78.9

長野県    75.5 大分県    67.5 熊本市    71.0 豊田市    68.0

岐阜県    60.2 宮崎県    70.1 岡崎市    59.2

静岡県    65.5 鹿児島県    73.4 大津市    59.0
愛知県    64.8 沖縄県    75.7 高槻市    55.2

三重県    60.3 東大阪市    56.0

出典）平成２６年医療扶助実態調査（６月審査分）（速報値）

政令市指定都市都道府県 中核市

最大

最小

最大

最小

最大

最小

○ 生活保護における後発医薬品の使用割合（数量シェア）は、全国平均で６１．０％。

○ 都道府県等の自治体別で見ると地域差が見られ、最大７８．９％（那覇市）～最低４５．６％（和歌山県）まで、その差は約２倍。

生活保護 医療全体

平成２５年 ４７．８％ ４６．７％

平成２６年 ６１．０％ ５４．５％
出典）「医療扶助実態調査（各年６月審査分）」、

「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向（５月診療分）」

生活保護における後発医薬品の数量シェア

16



○ 市町村（都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村）において、以下の取組を実施。

・ 後発医薬品の数量シェアが７５.０％以下である市町村においては、後発医薬品の使用促進の取組に関する計画を策定。

・ 計画の策定においては、後発医薬品の使用割合が低調である理由を分析し、その対応方針を定める。

後発医薬品の使用促進が進
んでいない原因を分析

＜市町村＞

○ 効果的な服薬指導が行われていない？

○ 普及啓発が不十分？

○ 薬局の備蓄に問題？

○ 関係機関の理解が進んでいない？

福祉事務所へ、先発医薬品を処方した場合の理由について伝達。

＜薬局＞

（先発医薬品を処方した理由の例）

○ 「先発医薬薬の方が高額だから」と患者が先発医薬品を希望する。

○ 特に理由を言わず、患者が先発医薬品を希望する。

○ 後発医薬品の在庫がなかったため 等

原因分析の
ための情報

地域における原因に応じ、具
体的対応を定める。

（例）

○ 効果的な服薬指導の実施に課題

→ 服薬指導が必要な者について管理台帳を作成

し、窓口来訪時や訪問時に説明

→ 薬剤師による服薬指導を実施

＜国＞

自治体の取組事例の紹介等を行う

情報提供

（取組事例）

○ 地域薬剤師会と連携した服薬指導の実施

○ 医療扶助相談員の薬局巡回による後発品備蓄情報の共有

○ 服薬指導対象者の管理台帳を作成し、窓口対応や自宅訪問等において周知・説明

＜都道府県＞

使用促進計画の内容を確認し、必要に応じ助言。

確認・助言

使用促進計画の実
行

取組結果の確認
計画の見直し

補助金交付における取組評価

○ 後発医薬品の使用促進の取組が、一定の基準を満たす場合には、医療扶助

適正化関係補助金の補助率を引き上げ、取組を評価。

取組結果（医療扶助実態調査において、数量シェアを把握）に基づき、計画を見直し

割合が低調である理由を分析し、その対応方針

取組結果に基づき、補助金を交付

都道府県、市及び福祉
事務所を設置する町村
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○ 院外処方（薬局における処方）については、平成２６年度で後発医薬品の数量シェアが６１.０％に達した一方、院内処方については、５１.６％にとどまっ

ている。

○ 院内処方における後発医薬品の使用促進のため、後発医薬品の数量シェアが７５.０％以下の医療機関については、都道府県等から状況の説明を行

い、後発医薬品の使用促進について要請。

出典）「医療扶助実態調査（各年６月審査分）」

＜院内処方と院外処方における数量シェアの伸び＞

＜具体的な取組の内容＞

○ 生活保護受給者は、後発医薬品の使用が可能である場合には、後発医薬品の使用を原則化。

○ 都道府県等は、院内処方を行う医療機関に対し、医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、医師が生

活保護受給者に対する後発医薬品の使用を促すよう努めること（生活保護法第34条）について説明。

○ また、上記の他、当該医療機関の状況や生活保護制度における取組状況等について説明。

↓
医療機関に対し、後発医薬品の使用促進について要請

平成25年 平成26年 伸び

院外処方 ４７.８％ ６１.０％ ＋１３.２％

院内処方 ４９.２％ ５１.６％ ＋２.４％

○ 要請の場 ： 個別訪問、講習会、広報、文書等
※１ 使用促進の状況により説明方法について、計画を立て、順次実施。
※２ 国全体の取組として設置されている都道府県協議会も活用。
※３ 医療機関の他、地域の職能団体に対し、協力を依頼。

○ 説明方法の例 ： 75.0%に達しない医療機関全体に対し文書の送付を行い、院内処方の規模が大きく、か
つ数量シェアが特に低い医療機関に対し個別訪問を行う等

（参考）生活保護法第34条第３項
医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができるものと認めたものについては、被保護者に対し、可能な

限り後発医薬品の使用を促すことにより医療の給付を行うよう努めるものとする。

数量シェアが７５.０％以下の医療機関

＜医療機関に対する要請の方法＞

院内処方に関する後発医薬品使用促進の取組
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＜住宅扶助の概要＞

被保護世帯の家賃について、都道府県、指定都市、中核市ごとに上限額を定め、その範囲内で実額を支給

◇東京都（23区等）の例（月額） 単身世帯：53,700円 ２人～６人世帯：69,800円 ７人以上世帯：83,800円

＜住宅扶助基準の見直しの考え方＞
① 単身世帯の住宅扶助上限額の適正化

各地域における家賃実態を反映し、最低居住面積水準（※）を満たす民営借家を一定程度確保可能な水準としつつ、近年の家賃物価の
動向（全国平均△2.1%)等も踏まえて適正化

※ 住生活基本計画（平成23年３月）において、単身では25㎡となっている。

② ２人以上世帯の住宅扶助上限額の適正化

世帯人数区分を細分化し、人数別の上限額を適正化

③ 地域区分の細分化

都道府県の地域区分を２区分（１・２級地、３級地）から３区分（１級地、２級地、３級地）に見直し。

④ 床面積別の住宅扶助上限額の新設
床面積に応じて上限額を減額する仕組みを導入し、より適切な住環境を備えた住宅へ誘導しつつ、劣悪な住宅にもかかわらず、

上限額で家賃を設定し、生活保護受給世帯を居住させる貧困ビジネスを是正。

＜経過措置等＞
住宅扶助上限額が減額となる場合、最低限度の生活の維持に支障が生じないよう、以下の措置を講じる。

① 住宅扶助上限額の減額の適用を契約更新時まで猶予する。
② 住宅扶助上限額の範囲内の住宅への転居が必要となる場合は、転居費用を支給する。
③ 転居が困難なやむを得ない理由がある場合は、見直し前の額を適用する。

＜影響額（国費ベース）＞

※ 減額は契約更新時まで猶予されるが、契約更新時期は徐々に訪れるため、影響額は30年度で平年度化されると見込んでいる。

施行時期 平成27年７月予定

住宅扶助基準の見直しの考え方と影響額

現行の区分 単身 ２～６人 ７人以上 見直し案 単身 ２人 ３～５人 ６人 ７人以上

27年度 28年度 29年度 30年度（平年度化）

△30億円程度 △120億円程度 △180億円程度 △190億円程度
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＜住宅扶助上限額の見直し（単身世帯）＞

① 最低居住面積水準を満たす住宅の家賃額の実態を反映

現行の住宅扶助上限額が、最低居住面積水準(単身：25㎡）を満たす民営借家等の家賃額を低い方からカバーする率で

ある全国平均値13%は維持しつつ、地域によるカバー率のバラツキを是正。

② 近年の家賃物価の動向の反映

①の検証時点である平成20年から平成25年までの家賃物価の動向（全国平均△2.1%）を反映させ適正化。

③ 民間の賃貸物件情報による調整

民間賃貸住宅市場で最低水準を満たす住宅の確保が困難とならない範囲で見直し。

住宅扶助基準の見直しの内容

＜ ２人以上世帯の上限額＞
○ 世帯人数ごとの最低居住面積の住宅における家賃水準の推計結果を踏まえ適正化。

○ 世帯構成による住宅のニーズに差があることなども踏まえ、柔軟な選択ができるよう留意して比率を設定。

単身世帯の家賃水準を１とする世帯人数別の比率

単身 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人以上

現行の上限額（単身世帯の家賃水準：１） 1.0 1.3 1.56

見直し案（単身世帯の家賃水準：１） 1.0 1.2 1.3 1.4 1.56

＜床面積別の住宅扶助上限額の新設＞

○ より適切な住環境を備えた住宅へ誘導しつつ、床面積と家賃額との関係の推計結果を踏まえ、床面積が16㎡（平成７年時点の
最低居住面積）に満たない場合、住宅扶助上限額を減額する仕組みを導入。

※ 生活支援を行う無料低額宿泊所等への居住が自立助長の観点等から必要と認められる場合は、適用しない。

延床面積 15㎡～11㎡ 10㎡～７㎡ ６㎡以下

減額率 △10% △20% △30%
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住宅扶助基準の見直しの具体例

＜居住の安定に配慮した経過措置等＞
住宅扶助上限額が減額となる場合、最低限度の生活の維持に支障が生じないよう、以下の措置を講じる。

① 住宅扶助上限額の減額の適用を契約更新時まで猶予する。
② 住宅扶助上限額の範囲内の住宅への転居が必要となる場合は、転居費用を支給する。
③ 転居が困難なやむを得ない理由がある場合は、見直し前の額を適用する。

＜個別の事情による配慮措置>
以下の事情等により、世帯人数別の上限額の範囲内では住宅が確保できない場合は、個別に配慮を行う。

・車椅子使用の障害者等で特に通常より広い居室を必要とする場合
・高齢者等で従前からの生活状況からみて転居が困難と認められる場合
・地域において住宅扶助上限額の範囲内では賃貸される実態がない場合

（注１） 今後、端数調整等が有り得る。
（注２） 床面積が16㎡（平成７年時点の最低居住面積）に満たない場合、住宅扶助上限額を減額する仕組みを設けることとしている。

住 宅 扶 助 特 別 基 準 （上 限 額 ） 単位：万円

単身 ２～６人 ７人以上 単身 ２人 ３～５人 ６人 ７人以上 単身 ２人 ３～５人 ６人 ７人以上

東京都１級地 5.4 7.0 8.4 5.4 6.4 7.0 7.5 8.4 0.0 △ 0.6 0.0 0.5 0.0

大阪府１級地 4.2 5.5 6.6 3.9 4.7 5.1 5.5 6.1 △ 0.3 △ 0.8 △ 0.4 0.0 △ 0.5

埼玉県２級地 4.8 6.2 7.4 4.3 5.2 5.6 6.0 6.7 △ 0.5 △ 1.0 △ 0.6 △ 0.2 △ 0.7

熊本県２級地 3.0 3.9 4.7 3.5 4.2 4.6 4.9 5.5 0.5 0.3 0.7 1.0 0.8

宮城県３級地 2.8 3.7 4.5 3.5 4.2 4.6 4.9 5.5 0.7 0.5 0.9 1.2 1.0

香川県３級地 3.3 4.3 5.2 3.2 3.8 4.2 4.5 5.0 △ 0.1 △ 0.5 △ 0.1 0.2 △ 0.2

名古屋市 3.6 4.7 5.6 3.7 4.4 4.8 5.2 5.8 0.1 △ 0.3 0.1 0.5 0.2

神戸市 4.3 5.5 6.6 4.0 4.8 5.2 5.6 6.2 △ 0.3 △ 0.7 △ 0.3 0.1 △ 0.4

富山市 3.0 3.9 4.7 3.3 4.0 4.3 4.6 5.1 0.3 0.1 0.4 0.7 0.4

福山市 3.5 4.6 5.5 3.4 4.1 4.4 4.8 5.3 △ 0.1 △ 0.5 △ 0.2 0.2 △ 0.2

現行（A） 見直し後（B） （B）－（A）

都道府県（３級地別）、指定都市、中核市ごとに、引上げとなる自治体と引下げとなる自治体の例
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＜冬季加算の概要＞

趣 旨 冬季における光熱費等の増加需要に対応するものとして、11月～３月の生活扶助に上乗せして支給

基準額 冬季加算地域区分（Ⅰ区～Ⅵ区、都道府県単位）別、世帯人員別、級地別に設定

＜冬季加算の見直しの考え方＞

① 地区別の冬季加算の水準の適正化

一般低所得世帯における冬季に増加する光熱費支出の地区別の実態や、近年の光熱費物価の動向等を踏まえて適正化

② 世帯人数別・級地別の較差の是正

冬季に増加する光熱費支出の世帯人数別・級地別の実態を踏まえて是正

③ 光熱費以外の冬季増加需要への対応

除雪費用を新設し、暖房器具購入に対応する一時扶助費（家具什器費）を増額（保護開始時等）

＜特別な事情への配慮＞
傷病・障害等により常時在宅しているといった特別な事情がある場合に、冬季加算では賄えない暖房費用について、

必要最小限度の額を支給可能とする。

＜影響額（国費ベース）＞
△30億円程度（平成27年度）

施行時期 平成27年11月（一部地域は10月）予定

冬季加算の見直しの考え方と影響額

Ⅰ区 Ⅱ区 Ⅲ区 Ⅳ区 Ⅴ区 Ⅵ区

該当都道府県の例 北海道 岩手県 福島県 石川県 栃木県 東京都

単身世帯の基準額（２級地－１） （月額、円）
（該当市の例）

22,080
（旭川市）

15,780
（盛岡市）

10,480
（福島市）

8,000
（金沢市）

5,580
（宇都宮市）

2,800
（羽村市）
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＜地区別の冬季加算の水準の見直し＞

① 一般低所得世帯（年間収入第１・十分位）における冬季に増加する光熱費の実態を反映
各地区において、光熱費支出が増加する月を確認し、当該月における光熱費支出の増加分を基礎として設定。

② 近年の光熱費物価の動向の反映

検証の時点(平成21～25年平均）から平成25年までの光熱費物価の動向（灯油代約２割、電気代約１割上昇）を反映。

③ 豪雪地域や山間部など気候が厳しい地域等に配慮した調整

Ⅰ区～Ⅲ区について①、②の結果に1.2倍上乗せし、Ⅳ区・Ⅴ区については①、②の結果に1.1倍上乗せ。

①～③を踏まえた見直し幅（３人世帯の場合） 支給月を以下のとおり変更することを予定

※ Ⅰ区のうち、冬季に増加する光熱費支出が、Ⅰ区の見直し後の冬季加算で賄えない地域については、Ⅰ区の冬季加算額よりさらに高い基準を

設定(灯油価格の動向等を踏まえて施行までに検討）。

冬季加算の見直しの内容

＜ 世帯人数別の較差の是正＞

冬季に増加する光熱費支出の世帯人数別の実態を踏まえ

て是正

世帯人数別の見直しによる影響幅

Ⅰ区 Ⅱ区 Ⅲ区 Ⅳ区 Ⅴ区 Ⅵ区

△19% △20% △17% △1% △17% △6%

単身 ２人 ３人 ４人 ５人

△5% ＋5% 0% △5% △6%

＜ 級地別の較差の是正＞

冬季に増加する光熱費支出の級地間較差の実態を踏まえ、

合理性の認められない級地間較差を廃止

級地別の見直しによる影響幅

１級地－１ １級地－２ ２級地－１ ２級地－２ ３級地－１ ３級地－２

△7% △2% ＋2% ＋8% ＋14% ＋20%

＜光熱費以外の冬季増加需要への対応＞

○ 除雪のための費用について、必要最小限度の額を支給することができるものとする。

○ 保護開始時等において暖房器具の購入が必要な場合の家具什器費（一時扶助）の支給上限額を増額する。

Ⅰ区 Ⅱ区 Ⅲ区 Ⅳ区 Ⅴ区 Ⅵ区

10～４月 10～４月 11～４月 11～４月 11～３月 11～３月
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冬季加算の見直しの具体例

＜特別な事情による配慮措置>
傷病・障害等により常時在宅しているといった特別な事情がある場合に、見直し後の冬季加算額では賄えない暖房費用について、

必要最小限度の額を支給可能とする。

（注１） 上記の見直し後の額は、見直しの前後を比較するため、すべての地区の支給期間を11～３月の５か月として月額を算出したもの。例えば、支給月が７ヶ月となるⅠ
区の見直し後の冬季加算の月額は、上記の「見直し後（B)」の額に５／７を乗じた額となる。

（注２） 今後、端数調整等が有り得る。

冬季加算の額（月額） 単位：円

単身 ２人 ３人 4人 単身 ２人 ３人 4人 単身 ２人 ３人 4人

２級地－１ 22,080 28,580 34,110 38,680 △ 4,520 △ 3,660 △ 5,790 △ 8,090

３級地－２ 18,800 24,350 29,050 32,940 △ 1,240 570 △ 730 △ 2,350

２級地－１ 15,780 20,440 24,400 27,660 △ 3,370 △ 2,830 △ 4,390 △ 6,050

３級地－２ 13,440 17,410 20,780 23,560 △ 1,030 200 △ 770 △ 1,950

２級地－１ 10,480 13,570 16,190 18,360 △ 1,940 △ 1,450 △ 2,420 △ 3,490

３級地－２ 8,930 11,560 13,790 15,630 △ 390 560 △ 20 △ 760

２級地－１ 8,000 10,350 12,350 14,020 △ 230 680 180 △ 490

３級地－２ 6,810 8,820 10,520 11,930 960 2,210 2,010 1,600

２級地－１ 5,580 7,220 8,620 9,770 △ 1,040 △ 770 △ 1,290 △ 1,850

３級地－２ 4,750 6,160 7,340 8,320 △ 210 290 △ 10 △ 400

２級地－１ 2,800 3,630 4,320 4,900 △ 220 30 △ 160 △ 410

３級地－２ 2,380 3,090 3,690 4,170 200 570 470 320

4,540 6,450 7,330 7,920

2,580 3,660 4,160 4,490

8,540 12,120 13,770 14,870

7,770 11,030 12,530 13,530

Ⅲ区

Ⅳ区

Ⅴ区

Ⅵ区

現行（A） 見直し後（B） （B）－（A）

Ⅰ区

Ⅱ区

17,560 24,920 28,320 30,590

12,410 17,610 20,010 21,610

すべての地区に存在する級地である２級地-１及び３級地-２における冬季加算の見直しの例
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＜１．平成25年８月から段階的に実施している生活扶助基準の見直し分＞

○ 平成25年８月から、生活保護基準部会における検証結果を踏まえ年齢・世帯人員・地域差の歪み

を調整するとともに、物価の動向を勘案するという考え方に基づき必要な適正化を３年程度かけて

段階的に実施しており 、３年目分の適正化を実施。

（※）１年目：H25.8、２年目：H26.4、３年目:H27.4から実施予定

平成27年度 生活扶助基準額の改定の考え方

＜２．国民の消費動向を勘案した毎年度の改定分＞

○ 政府経済見通しの民間最終消費支出の伸び率を基礎として、社会経済情勢等を総合的に勘案し
た結果、毎年度の改定分については、据え置くこととする。

＜参考＞政府経済見通しにおける民間最終消費支出の伸び

平成27年度における見通し：＋２．８％

平成26年度における実績見込み：▲０．４% ← ＋２．８％（昨年度の政府経済見通しにおける見通し）
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３ 社会福祉法人改革について
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社会福祉法人制度を巡る状況

平成２５年６月

８月

■「規制改革実施計画」閣議決定
・ 全社会福祉法人の平成25年度以降の財務諸表の公表、保育所の第三者評価受審率目標の策定 等

■「日本再興戦略」閣議決定
・ 財務諸表の公表推進による透明性の確保、法人規模拡大の推進 等

■「社会保障制度改革国民会議報告書」公表
・ 非課税扱いにふさわしい地域貢献 等

平成２６年６月

７月

１２月

■経済財政運営と改革の基本方針2014
・ 平成27年度介護報酬改定等における社会福祉法人の内部留保の状況を踏まえた適正化等

■「日本再興戦略改訂2014」閣議決定
・ 医療・介護等を一体的に提供する非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）の創設

■「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」報告書
・ 地域における公益的な活動の推進、法人組織の体制強化、法人運営の透明性の確保 等

平成２７年１月

２月

■「社会福祉法人改革に関する提言」（自由民主党 社会福祉法人改革プロジェクトチーム）
・ 法人運営におけるガバナンスの強化、法人運営における透明性の確保、内部留保の明確化と福祉サービスへの再投下、地域における公益的な活動、適
切かつ効果的な行政の関与、職員処遇の改善 等

■「規制改革実施計画」閣議決定
「介護・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立」
・ 社会福祉法人の財務諸表等の開示義務付け、社会福祉法人の内部留保の位置付けの明確化・福祉サービスへの再投資・社会貢献での活用、
社会福祉法人の経営管理体制の強化、所轄庁による指導・監督の強化、社会福祉法人に対する社会貢献活動の義務化 等

■「政府税制調査会」とりまとめ
「公益法人課税等の見直し」
・ 収益事業の範疇であっても、特定の事業者が行う場合に非課税とされている事業で、民間と競合しているもの（例えば社会福祉法人が実施
する介護事業）は、その取扱いについて見直しが必要 等

■平成27年度税制改正大綱
・ 公益法人等については、非収益事業について民間競合が生じていないか、収益事業への課税について軽減税率とみなし寄附金制度がともに
適用されることが過剰な支援となっていないかといった点について実態を丁寧に検証しつつ、その課税のあり方について引き続き検討を行う。

■「社会保障審議会福祉部会」報告書
・ 経営組織の在り方の見直し、運営の透明性の確保、適正かつ公正な支出管理、地域における公益的な取組の責務、内部留保の明確化と福祉
サービスへの再投下、行政の役割と関与の在り方、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し 等
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第４回（９月30日開催）

第５回（10月７日開催）

第６回（10月16日開催）

第７回（10月20日開催）

第10回（12月19日開催）

第11回（１月16日開催）

第３回（９月11日開催）

第２回（９月４日開催）

第１回（８月27日開催）

検討事項 論点

■社会福祉法人制度の意義

■経営組織の在り方 理事・理事長・理事会の位置付け・権限・責任
評議員・評議員会の位置付け・権限・責任
監事の位置付け・権限・責任
会計監査人による財務監査 等

■運営の透明性の確保の在り方 財務諸表、活動状況、経理状況（役員報酬、調達
等）の公表
都道府県、国における情報集約と公表 等

■業務運営・財務運営の在り方 社会福祉法人が担う事業の範囲と位置付け

（「社会貢献活動」含む）
業務運営の規律

財務運営の規律（いわゆる内部留保の明確化と
再投資の在り方を含む）
経営力向上の方策 等

■法人の連携・協働等の在り方 法人の再編等の仕組み
複数法人による協働の仕組み 等

■行政の関与の在り方 適正な運営を確保するための指導監督
法人の育成の観点からの指導監督
国、都道府県、市の役割と位置付け 等

■他制度における社会福祉法人
の位置付け

社会福祉施設職員等退職手当共済 等

■とりまとめに向けた議論

社会保障審議会福祉部会の審議経過

第８回（11月10日開催）

第９回（11月19日開催）

第12回（１月23日開催）

第13回（２月５日開催）
第14回（２月12日開催）
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○ 福祉ニーズが多様化・複雑化する中、社会福祉法人の役割が重要となっており、公益財団法人等と同等以上の公益性・

非営利性を確保する必要。

○ 多様な事業主体の参入や一部法人による不適切な運営のため、社会福祉法人の存在意義が問われており、国民に対す

る説明責任を果たすことが急務。

○ 他の事業主体では対応できない福祉ニーズを充足することにより地域社会に貢献することが社会福祉法人の使命。

＜課題＞ ＜対応の方向性＞※主な内容

● 財務諸表等の公表は、通知による指導

● 積極的に情報を公表し、運営を社会的監視
の下に置くことが必要

● 経営組織のガバナンスが不十分

－評議員会の設置が任意であり、諮問機関の位置

づけであるため、理事・理事長に対する牽制
機能が不十分

－理事・理事長の権限、責任が不明確

● 財務諸表が不正確といった実態があるなど、

財務会計に関するチェックが不十分

○ 評議員会の必置化、議決機関化（※）
※理事等の選任・解任や役員報酬の決定など重要事項を決議

○ 理事・監事等の権限・責務・責任の明確化
※善管注意義務、法人に対する損害賠償責任等

○ 親族その他特別の関係のある者の理事への選任の制限の厳格
化

○ 一定規模以上の法人への会計監査人の設置義務化

○ 会計監査人の設置義務化の対象とならない法人に対して公認会
計士、税理士等による財務会計に係る点検等を指導

○ 閲覧対象書類の拡大と閲覧請求者の国民一般への拡大

○ 財務諸表、現況報告書、役員報酬基準、役員報酬総額、親族等
関係者との取引内容のインターネットによる公表の義務付け

○ 役員報酬基準の作成と公表、役員等の区分ごとの報酬総額の公
表、個別の役員報酬額の所轄庁への報告を義務付け

○ 親族等関係者への特別の利益供与を禁止

○ 開示の対象となる関連当事者の範囲や取引額を拡大
※取引額1,000万円を超える額→100万円を超える額

● 適正な役員報酬を担保するための仕組みが
必要

● 調達の公正性や妥当性を担保するための
仕組みが必要

経
営
組
織
の
見
直
し

確
保

透
明
性
の

確
保

な
支
出
管
理

適
正
か
つ
公
正

な
支
出
管
理

改
革
の
視
点

社会保障審議会福祉部会報告書～社会福祉法人制度改革について～

29



＜課題＞ ＜対応の方向性＞※主な内容

● 社会福祉法人には、既存制度の対象とならな
い福祉ニーズに対応するという本旨に従い、市場
で安定的・継続的に供給されることが望めない
サービスを提供することが求められる。

○ すべての社会福祉法人に対し、日常生活又は社会生活上支援を
要する者に対する無料又は低額の料金で福祉サービスを供給する
ことを責務化
※利用者負担の軽減、無料又は低額による高齢者の生活支援等

○ 内部留保のうち事業継続に必要な最低限の財産（※）を控除し、福
祉サービスに再投下可能な財産額を明確化
※①事業に活用する土地、建物等、②建物の建替、修繕に必要な資金、
③必要な運転資金

○ 再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対して、社会福祉事
業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画（「再投下計画」）の
作成を義務付け
※①社会福祉事業、②地域公益事業、③その他公益事業の順に検討

○ 「再投下計画」については、「地域協議会」による福祉ニーズの反
映、所轄庁の承認、公認会計士等の関与等の措置を講ずる。

● 社会福祉法人の監督を効率的・効果的なもの
とする必要。

● 地域によって異なる規制や必要以上に厳しい
規制に基づく指導監督が行われているとの指摘。

○ 勧告等の指導権限規定の整備

○ 外部の機関等の積極的な活用による所轄庁の指導監督の機能
強化

○ 都道府県の管内の市による指導監督を支援する役割、国の適正
な運営を確保する役割を明確化

● 内部留保（※）を明確化した上で、余裕財産を
福祉サービスに計画的に再投下し、内部留保を
適正化する仕組みがない。

※内部留保には土地建物への投資分や将来支出が
必要な資金が含まれ、余裕財産を表すものではない。

サ
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部
留
保
の
明
確
化
と
福
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サ
ー
ビ
ス
へ
の
再
投
下

と
関
与

行
政
の
役
割

と
関
与

● 社会福祉施設職員の定着を促進する仕組みと
する必要。

● 公費助成について、他の経営主体とのイコー
ルフッティングの観点からの検討が必要。

○ 退職手当の支給水準について、国家公務員退職手当制度に
準拠し、長期加入者に配慮したものとする。

○ 共済加入期間の合算期間を退職した日から起算して３年以内に
緩和（現在は２年以内）

○ 障害者支援施設への公費助成の見直し（保育所については、
更に検討し、平成２９年度に結論）

地
域
に
お
け

取
組
の
責
務

地
域
に
お
け

る
公
益
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な

取
組
の
責
務
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経営組織の在り方について

○ 社会福祉法人について、一般財団法人・公益財団法人と同等以上の公益性を担保できる経営組織とする。

＜現行＞

理事
理事長
理事会

●理事会を業務執行に関する意思決定機関として
位置付け、理事・理事長に対する牽制機能を
働かせる。

●理事等の義務と責任を法律上規定。

評議員
評議員会

●評議員会を法人運営の基本ルール・体制の決定
と事後的な監督を行う機関として位置付け、
必置の議決機関とする。

（決議事項）
・定款の変更
・理事・監事・会計監査人の選任、解任
・理事・監事の報酬の決定

監事
●監事の権限、義務（理事会への出席義務、

報告義務等）、責任を法律上規定。

会計
監査人

●一定規模以上の法人への会計監査人による
監査の義務付け（法律）。

見直し案

＜見直し後＞

●資産額100億円以上若しくは負債額50億円以上
又は収支決算額10億円以上の法人は２年に１回、
その他の法人は５年に１回の外部監査が望まし
いとしている（通知）。

●評議員会は、任意設置の諮問機関であり、
理事・理事長に対する牽制機能が不十分。

（審議事項）
・定款の変更
・理事・監事の選任 等

●監事の理事・使用人に対する事業報告の要求や
財産の調査権限、理事会に対する報告義務等が
定められていない。

●理事会による理事・理事長に対する牽制機能が
制度化されていない。

●理事、理事長の役割、権限の範囲が明確でない。
（注）理事会、理事長は通知に規定が置かれている。
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運営の透明性の確保について

備置き・
閲覧

公表

事業報告書 ○ －

財産目録 ○ －

貸借対照表 ○ ○
（通知）

収支計算書（事業活動計算書・資金収
支計算書）

○ ○
（通知）

監事の意見を記載した書類 ○ －

現況報告書（役員名簿、補助金、社会
貢献活動に係る支出額、役員の親族
等との取引状況を含む。）

－ ○
（通知）

役員区分ごとの報酬総額 － －

定款 － －

役員報酬基準 － －

事業計画書 － －

備置き・
閲覧

公表

○ －

○ －

○ ○

○ ○

○ －

○ ○

○
（※）

○
（※）

○ ○

○ ○

○ －

備置き・
閲覧

公告・
公表

○ －

○ －

○ ○

○ ○

○ －

○ －

○ －

○ －

○ ○

○ －

公表

－

－

○
（通知で措置済）

○
（通知で措置済）

－

○

○

－

－

－

現行 見直し案 公益財団法人
規制改革
実施計画

見直し案

○ 社会福祉法人の高い公益性に照らし、公益財団法人以上の運営の透明性を確保することとし、以下の事項を法令上明記。
・ 定款、事業計画書、役員報酬基準を新たに閲覧対象とすること
・ 閲覧請求者を利害関係人から国民一般にすること
・ 定款、貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準を公表対象とすること

○ 既に通知により公表を義務付けている現況報告書（役員名簿、補助金、社会貢献活動に係る支出額、役員の親族等との取引内容を含む。）につ
いて、規制改革実施計画を踏まえ、役員区分ごとの報酬総額を追加した上で、閲覧・公表対象とすることを法令上明記。

○ 国民が情報入手しやすいホームページを活用して公表。

（※）現況報告書に記載
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社会福祉事業 公益事業

利
益

社会福祉法人の事業

Ⅰ 適正かつ公正な支出管理
Ⅱ 余裕財産の明確化
Ⅲ 福祉サービスへの再投下

Ⅰ 適正かつ公正
な支出管理

Ⅲ 福祉サービスへの再投下

社会福祉法人の財務規律について

公益性を担保する財務規律

再投下計画

○ 地域のニーズに対応した新しいサービスの展開、人材への投資
○ 無料又は低額な料金による福祉サービスの提供等

「日常生活・社会生活上の支援を必要とす
る者に対して無料又は低額な料金により
福祉サービスを提供する責務」

いわゆる内部留保

事業継続に必要な財産
・事業に活用する土地、建物等
・建物の建替、修繕
・手元流動資金

Ⅱ 余裕財産の明確化

①社会福祉事業等投資額
社会福祉事業等に関する
・施設の新設・増設
・新たなサービスの展開
・人材への投資

② 「地域公益事業」投資額
・無料又は低額の料金により行う公益事業

③公益事業投資額

・会計制度の整備（新会計基準の導入）
・評議員会による内部牽制
・外部監査（会計監査人）の導入
・財務諸表の公表 等

・公認会計士又は税理士による計画の記載内容の確認
・「地域協議会」による地域の福祉ニーズの反映
・所轄庁による計画の承認
・実績の所轄庁への報告と公表 等

・法人による役員報酬
基準の設定と公表

・役員区分毎の報酬
総額の公表

・親族等関係者への
特別の利益供与を
法律上禁止
・関係者との取引内容

の公表
（対象範囲の拡大）

・一定規模(※)以上の
法人に会計監査人
の設置義務化
※収益10億円、負債20億円

以上

適正な役員報酬

利益供与の禁止

会計監査人
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地域公益活動を実施する責務の考え方

○ 社会環境の変化に伴い、福祉ニーズが多様化・複雑化し、既存の制度（＝社会福祉事業）では十

分に対応できない者（※）に対する支援の必要性が高まっている。

※生計困難者、独居高齢者、認知症高齢者 など

社会福祉法人
の役割

福祉ニーズの
多様化・複雑化

○ 多様化・複雑化する地域の福祉ニーズに対しては、様々な事業主体が各々の創意工夫により、そ

れぞれ対応していくことが必要。

○ その中で社会福祉法人については、その本旨に従い、他の事業主体では対応が困難な福祉ニー

ズに対応していくことが求められる。

社会福祉法人
の本旨

社会福祉法人の
本旨に基づき

無料又は低額な料金
により福祉サービス

を提供する
責務の新設

○ 営利企業等では実施することが難しく、市場で安定的・継続的に供給されることが望めないサービ

スを供給すること、すなわち、既存の制度の対象とならないサービスを無料又は低額な料金により

供給する事業の実施が求められる。

※現行制度においても、社会福祉法人は、高齢者の生活支援、成年後見人受任事業など様々な事業を、無料又は低額な料金により

展開している。

○ 規制改革実施計画（閣議決定）においては、こうした社会福祉法人の在り方を徹底する観点から

生計困難者に対する無料・低額の福祉サービスの提供などの社会貢献活動の実施の義務付けを

求めている。

⇒ 日常生活・社会生活上の支援を必要とする者に対して無料又は低額の料金により福祉サービ
スを提供することを社会福祉法人の責務として位置づけ

○ 社会福祉事業に係る福祉サービスの供給確保の中心的役割を果たす
だけでなく、既存の制度の対象とならないサービスに対応していくこと
を本旨とする法人（社会福祉法第２４条）
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○所轄庁による指導監督の機能強化を図る。
（不適正な運営に対する実効性ある指導監督、法人の自律性・福祉ニーズへの柔軟な対応の尊重）

○国・都道府県・市の連携・支援の仕組みを構築する。
○財務諸表・現況報告書等の情報を活用するための仕組みを構築する。

○不適正な運営に対する実効性ある是正措置を講
ずるため、立入検査等に関する規定の整備

○経営改善や法令遵守等について、柔軟かつ
機能的な指導監督を行うための勧告・公表に
関する規定の整備

○行政が関与すべき範囲の明確化、外部の機関
等の活用による指導監督の機能強化
・社会福祉法人改革に即したガバナンスや運営の透明性
の確保、財務規律の確立等に適切に対応している法人

・会計監査人が作成する会計監査報告書等を提出して、
所轄庁による審査の結果、適切な組織運営・会計処理
の実施や地域等の意見を踏まえた法人運営が行われて
いる法人
⇒定期監査の実施周期の延長や監査項目の重点化等

○会計処理等に係る指導監督や再投下計画の
承認に当たって、所轄庁において公認会計士
等の意見を聞くことなどによる適切な指導監督

国・都道府県・市の連携・支援

○都道府県において、広域的な立場で研修を行うなど、市における
指導監督を支援

○国においては、所轄庁全体の指導監督について、基準の明確化等
を徹底

財務や運営に関する情報の活用

○財務諸表、現況報告書等を所轄庁として指導監督に活用するほか、

・都道府県は、広域的な地方公共団体として、管内の法人に係る書類を収
集の上、法人規模や地域特性に着目した分析等を行う等により、管内所
轄庁の支援、地域住民のサービス利用、法人による経営分析に活用でき
るようにする

・国においては、都道府県において収集分析した情報を基に、全国的
なデータベースを構築する

指導監督の機能強化 国・都道府県・市の役割と連携

行政の関与の在り方について
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社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しについて

① 民間との均衡を考慮しつつ、長期加入に配慮した支給水準に見直す（国家公務員退職手当の支給乗率に準拠）。
② 被共済職員が退職した日から再び被共済職員になった場合、前後の共済加入期間を合算できる期間を「2年以内」

から「3年以内」に拡充。
③障害者総合支援法等に関する施設・事業（児童福祉法に基づく障害児を対象とする施設・事業を含む。）について、
他の事業主体とのイコールフッティングの観点から、公費助成を廃止（既加入者に対する公費助成は維持）。

趣 旨

③公費助成の見直し

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

社福退手共済

国公退手（２６．７．１～）

（支給乗率）

共済加入期間（年）

共済契約者
（社会福祉法人Ａ）

共済加入期間 ａ 共済加入期間 ｂ

※在籍期間が１年以上

退職日から
１日以上、２年以内

共済加入期間 ａ と共済加入期間 ｂ を合算

退職日（H26.3.31） 復帰期限（H28.3.30）

共済契約者
（社会福祉法人Ｂ）

※加入要件を満たす雇用契約

社福退手が上回る。

国公退手が上回る。

３年以内

前回改正
（Ｈ１８．４．１施行）

１割引下げ

介
護

廃止

障
害

保
育

公
費
助
成

（
国
１
／
３
、
都
道
府
県
１
／
３
）

公費助成の取扱いは、
将来の検討課題

・ 社会福祉法人がサービ

スの中核的な担い手と
なっている現状

・ 障害者関連施策など制

度自体の枠組みを検討
中

共済加入
期間の合算

給付水準

今回の見直し（案）

長期勤続に配慮するなどの
見直し

－

廃止

公費助成の取扱いは、平成29年
度までに検討し、結論

・ 障害者関連の新制度への移行が
完了

・ 社会福祉法人以外の参入

退職した日から起算し
て２年以内

出産、育児、介護等の事由により退
職した職員が、復職しやすい環境を
整えるため、３年以内に拡大

・ 子ども・子育て支援新制度が平
成27年度から施行予定

・ 平成29年度を目標年度にする待

機児童解消加速化プランが進行
中

①給付水準の見直し

②共済加入期間の合算制度の充実

国家公務員退職手当支給乗率との比較
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財務諸表の情報開示

補助金等の情報開示

役員報酬等の開示

内部留保の明確化

調達の公正性・
妥当性の確保

規制改革実施計画（抄）（社会福祉法人制度関係）①

（平成26年６月24日閣議決定）

〇 標準的形式を提示、各法人が原則としてＨＰ上で開示を行うよう指導
● 一覧性・検索性をもたせた電子開示システムの構築

○ 補助金、社会貢献活動の支出額等の状況の開示を義務付け
● 国・地方自治体からの補助金等の状況を一元的に把握し開示
● 地方自治体独自の助成・補助において経営主体による差異を設けないよう要請

● 役員に対する報酬・退職金等の算定方法の方針や役員区分ごとの報酬等の
総額（役員報酬以外の職員としての給与等も含む）の開示を義務付け

● 内部留保の位置付けを明確化し、福祉サービスへの再投資や社会貢献での
活用を促す

● 明確な事業計画に基づく目的別の積立（退職給与引当金や修繕積立金等の別途
積立金の活用）を行うことを指導

● 社会福祉法人と役員の親族・特別の利害関係を有する者との取引について
取引相手・取引内容を開示する等、調達の公正性や妥当性を担保する仕組を構築

○ ＝ 措置済み
● ＝ 今後措置
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● 社会貢献活動の実施を義務付け。社会貢献活動の定義を明確化、会計
区分の整備、社会貢献活動への拠出制度の創設などを検討

● 法令等での義務付けに先駆けて、一定の事業規模を超える法人に対し、
社会貢献活動の実施を要請

● 社会貢献活動を行わない法人に対し、零細小規模な法人には配慮しつつ、所轄
庁が所要の措置命令のほか、業務の全部・一部の停止、役員の解職
勧告、解散命令ができることを明確化

経営管理体制の強化

所轄庁による
指導・監督の強化

多様な経営主体による
サービスの提供

福祉施設における指定管理者制
度等の運用の改善

社会貢献活動の義務化

規制改革実施計画（抄）（社会福祉法人制度関係）②

● 理事会・評議員会・役員等の役割、権限・責任の範囲等を明定
○ サービスに対する第三者評価のガイドラインの見直し
● 介護・保育分野について第三者評価受審率の数値目標を策定
● 一定の事業規模を超える法人に外部機関による会計監査を義務付け

● 監査のガイドラインや監査人材の育成プログラムを策定、その工程表を策定
● 経営の悪化した法人に対し、所轄庁が措置命令等に先駆けて助言・勧告を行え
る措置を講じる

● 特別養護老人ホームの機能の重点化の徹底、低所得者の支援を中心とした公
的性格を強化

○ 各市町村が介護サービスの需要を的確に把握し、有料老人ホーム等の特定施
設も含めて、地域の実情に即して適切なサービス量を見込むよう通知

○ 業務委託や指定管理者制度等の公募要件に理由なく株式会社を除外しないよう
地方自治体に通知
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